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社会的責任の深化

東京ガスグループは、日々の生活や産業活動に欠かせないエネルギーを供

給するという重要な社会的使命を担った企業グループです。同時に、株主・

投資家のみなさまの期待に応え、成長を続ける企業でもあります。お客さま

や株主・投資家のみなさま、社会など、あらゆるステークホルダーにとっ

てより価値の高い企業となるために、東京ガスグループはコーポレート

ガバナンスの強化やコンプライアンスの推進など、CSR活動の深化に積

極的に取り組んでいます。
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技術開発

競争力を高め、総合エネルギー事業の
発展に貢献する技術開発

「戦略分野」と「基盤分野」の2つの柱
東京ガスでは技術開発を、天然ガスをコアとした総

合エネルギー事業の発展に寄与する「戦略分野」と、

安心・安全・環境に対する社会的ニーズを担保しつつ

さらなる競争力強化に貢献する「基盤分野」に大別し

て推進しています。

戦略分野においては、中期経営計画で掲げた総合

エネルギー事業の発展に貢献すべく、高効率エネル

ギーシステムとして期待されているPEFC・SOFCな

どの燃料電池システムや、高効率ガスエンジンを用い

たコージェネレーションシステム、さらには再生可能

エネルギーとしてバイオマスエネルギーの開発に注

力していきます。これらの高効率エネルギー機器を最

適に組み合わせることで、省エネルギー、CO2削減効

果を最大限に発揮し、また、エネルギー安定供給にも

資する先進的マイクログリッド「ホロニックエネル

ギーシステム」の実現に向けた技術開発を進め、今年

度には実証試験に着手します。

そのほか、「ピピッとコンロ」などのガス機器の高性

能化やエネルギーサービスの充実など、潜在的な社

会のニーズを吸い上げながらガス機器・サービスの開

発に努めていくことはもちろん、利便性が高く、環境

にやさしいガスを使った豊かな暮らしを積極的に提

案・発信していくことも技術開発の重要な使命だと考

えています。

基盤分野に関しては、天然ガスを安全にお客さま

にお届けし、安心してお使いいただくため、パイプラ

インネットワークを中心とする天然ガスインフラの建

設・維持管理技術の高度化を進めながら、コストダウ

ンによる競争力向上に、一層力を注ぎたいと考えて

います。また、ガス品質管理や燃焼工学関連技術など

東京ガスの技術開発の原点である基盤技術の深化・

継承を図ってまいります。

事業戦略と連携した技術開発体制
今年度より技術開発本部が、全社的な技術開発戦略の

策定から執行までを一元的に推進していく体制を構

築しました。さらに、各戦略ビジネスユニットと技術

開発本部とは、技術開発の委託者、受託者の役割を明

確にした「スポンサーシップ制度」を活用しつつ連携

を密に取りながら、事業戦略と強く結びついた技術開

発環境を実現していきます。

なお、ここ数年技術開発費総額は減少傾向ですが、

これは重要な技術開発テーマへの集中や技術開発

の進め方などを見直し、より効果的に推進している

ことによるものです。

【業務用機器・
産業用機器・
新サービス】 
■ 厨房、温水
機器開発

■ 新規エネルギー
サービス
コンテンツ
開発など

【家庭用商品・
新サービス】

■ 改良開発、
ラインアップ拡充

■ 新商品企画、
開発など

【PEFC（固体高分子形燃料電池）】
■「LIFUEL」の改良開発（高機能化・
高効率化）など

【コージェネレーション・空調】
■高効率ガスエンジン開発
■ 排熱利用技術開発など

【SOFC（固体酸化物
形燃料電池）】

■ セル、システムの
高効率化、
耐久性向上など

【水素】
■ 高効率水素製造
装電開発など

【天然ガス新規用途】
■ 安定同位体を
用いた診断薬の
開発など

【グリーンエネルギー】
■ バイオマスの
有効利用技術の
開発など

【天然ガス自動車】
■ 改良開発
ラインアップ拡充ププ

ホロニックエネルギーシステム
■ マイクログリッド普及拡大
■ ホロニックエネルギー
社会実現　など

料電池）】
発（高機能

【コー

高効率水素
電開発など

ージェネレーション
エンジン開

発など

ルギー】
オマスの

有効利用技
開発な

技術基盤

【生産】
■ 設備長期維持
■ 基地オペレーションの
高質化など

【パイプライン】
■ 保安レベルの維持と
保安投資の最適化など

【メーター】
■ 超音波メーターを用いた
サービス開発など

事業基盤

基盤分野

戦略分野

【基盤技術】
■ インフラ関連技術、燃焼工学関連技術、ガス品質管理技術を活用して企業ブランドの維持・向上に貢献

【数理・エネルギー情報】
■ データ解析・システム分析・モデル化手法等による営業支援・経営支援

東京ガスの技術開発戦略

技術開発活動に関する詳細は、ホームページでご紹介しています。 http://www.tokyo-gas.co.jp/techno/index.htmlweb
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コーポレート

ガバナンス

コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

経営体制

企業価値の永続的な増大を図るとともに、経

営の健全性および透明性を確保する。東京ガ

スグループでは、こうした明確な目標を持っ

てコーポレートガバナンスの強化に取り組ん

でいます。

社会インフラの１つであるエネルギーの供

給を担うという事業の特性から、当社は都市

ガスの安定供給と安全の確保、公平なサービ

スに力を注いできました。それに加えて、エ

ネルギー自由化による企業間競争の激化や、

資本市場のグローバル化の進展とともに、当

社がより強く意識し始めたのが、株式会社に

ふさわしい株主を重視した経営です。

東京ガスが従来から果たしてきた公益事業

者としての責任と、株主重視の経営とは決し

て相反するものではありません。さらに近年

の企業の社会的責任に対する関心の高まりも

あって、企業の経済的価値と社会的価値はま

すます密接なものとなってきました。お客さ

まや従業員、お取引先、地域社会などの期待

に応えることが、最終的に株主のニーズを満

たすことにもつながります。そして、この間

にあらゆるステークホルダーに提供した価値

の総和こそが「企業価値」だと考えています。

当社ではコーポレートガバナンスの目的と

して、こうした企業活動に間違いがないよう

自らチェックし修正しながら、永続的に企業

価値を増大させていくよう、社内システムを

磨き機能させていきます。

執行役員制度の機能

コーポレートガバナンスに対する重要性の認

識が広がるとともに様々な企業が経営体制

の革新に取り組んでいます。当社でも2002

年から効率的かつ機動的な経営体制の構築

を目指して積極的な改革を進めてきました。

この年の6月に都市ガス業界で初めて執行役

員制度を導入。これにより経営の監督機能と

執行機能を分離するとともに責任の所在を明

確にし、同時に執行役員への大幅な権限委譲

を行うことでスピーディーな業務執行が実施

できる体制を整えています。

執行役員の人数は計23名（2006年7月1日

現在）で、執行の責任を明らかにするため任

期は１年と定めています。毎週１回、常務執行

役員以上に常勤の監査役2名を加えたメン

バーによる経営会議を開いており、重要な経

営課題について徹底的に議論を行い、その場

で社長が決裁。各事業の執行に責任を持つ

本部長が全員参加して意見を交わし、すぐに

決断が下されるため、緊張感と活気に溢れた

経営会議となっています。

取締役・監査役について

執行役員制度の導入と同時に、取締役の定員

を30名から15名へと大幅に削減して意志決

定の迅速化を図るとともに、経営責任を明確

化するため、取締役任期についても1年とし

ました。加えて経営体制の透明性を高め、業

務執行の監督機能を強化するために社外取

締役を招聘いたしました。2006年6月末時

点での取締役の人数は12名で、そのうち3名

が社外取締役となっています。それぞれの深

い専門性や多様なバックグラウンドを持つ

社外取締役が参加することで、取締役会はさ

らに活発な議論の場となっています。

また経営のチェック機能としては常勤の社

内監査役 2名と社外監査役3名を置き、計5

名で厳正な内部監査を実施しています。

社内出身の取締役のうち業務の執行にも

携わっているのは会長・副会長・相談役を除

く代表取締役社長以下の6名で、取締役会に

は取締役とともに社内・社外の監査役全員も

常時出席しています。

コーポレートガバナンスを強化する体制と

して、委員会設置会社と監査役設置会社の比

較がしばしば議論されますが、当社は現在

「企業価値の永続的な増大と経営の健全性・

コーポレートガバナンス強化の取り組み

経営戦略

組織体制

経営体制

内部統制

情報開示

99/10発表
’00–’04 中期経営計画
「新しい公益事業」

地域事業本部制蛔

99/6～
戦略本部制
•市場に即応できる戦略的経営組織へ

98/7～
経営会議の強化
（常務会・常務連絡会廃止）

02/6～
内部監査体制強化

02/11～
コンプライアンス体制強化
•経営倫理委員会設置
•コンプライアンス部設置

04/4～
リスク管理体制強化

98/6～
IR専門組織設置

99/7～
経営トップによるIR

01/6～
海外IRスタート

03/4～
決算早期化
四半期開示スタート

04/4～
全社連結決算
（51社全社連結）

05/7～
CSR報告書発行

02/6～
経営体制改革
•取締役定員数削減　30名→15名
•社外取締役招聘
•執行役員制導入
•役員任期1年制

05/6～
役員報酬制度改革
•基本方針の策定、開示
•退職慰労金廃止 等

04/4～
戦略ビジネスユニット制
•グループ経営体制の構築
•グループ企業価値の最大化

02/10発表
’03–’07 中期経営計画
「フロンティア2007」

06/1発表
’06–’10 中期経営計画
「天然ガス新市場の創造と開拓」企

業
価
値
の
永
続
的
な
増
大
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営
の
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全
性
・
透
明
性
確
保

自 由 化 の 進 展

お客さま 社会

諮問委員会 取締役会

社長（経営会議）

リスク管理推進セレクション

戦略ビジネスユニット（各部門、連結子会社）

経営倫理委員会

投資評価委員会他
各種委員会

株主・投資家

推進・支援

選任
選任

報告

監査

監督

支援

監査等

連携

監査

連携

監査
回答
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報告方針

報告報告

報告

報告
報告

報告
報告

報告

監
査
役
会

会
計
監
査
人

コ
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プ
ラ
イ
ア
ン
ス
部

監
査
部

株 主 総 会

コーポレートガバナンス体制



透明性の確保」というコーポレートガバナン

スの目的を達成しうる、当社にとって最適な

体制として監査役設置会社を採用していま

す。監査役設置会社である利点を最大限に発

揮するため、監査役は、取締役とは独立した

立場から、経営会議や取締役会でも積極的に

発言しています。さらに取締役や監査役を社

外から迎え、取締役会で活発に議論してもら

うことで、企業が備えるべき経営の透明性や、

迅速かつ確実な意志決定が実現されている

ものと確信しています。

役員報酬制度の改革

当社では、会社業績に対する経営責任を明確

化させるとともに、役員報酬の客観性・透明

性の確保を図るため、2005年に「役員報酬

に関わる基本方針」を策定いたしました。

この基本方針に基づいて05年度に行った

取締役報酬制度改革の主な内容は以下の通

りです。

1. 退職慰労金の廃止

取締役退職慰労金制度を廃止し、月例報酬に

一本化いたしました。

2. 業績連動型値報酬体系の導入

執行役員を兼務する取締役の月例報酬につい

て、前年度の会社業績および部門業績を反映

させる「業績連動報酬」を導入いたしました。

3. 株式購入ガイドラインの設定

社外取締役を除く取締役は、役位別に設定し

たガイドラインに基づいて、役員持株会を通

じて当社株式を毎月取得することといたしま

した。この株式は在任期間中保有することと

しております。

役員報酬制度の改革に先立ち05年2月に

は、取締役会の諮問に基づいて役員報酬制度

等について審議する「諮問委員会」を設置い

たしました。社外取締役および社外監査役の

代表、取締役会長、取締役副会長、代表取締

役社長で構成される委員会で、取締役会の健

全性・透明性を高める上で重要な機能を発揮

しています。
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取締役・監査役

取締役会長

上原英治
取締役副会長

市野紀生
代表取締役社長

鳥原光憲

代表取締役

小林剛也
代表取締役

草野成郎
代表取締役

前田忠昭
取締役

岡本　毅

取締役（社外）

茂木友三郎
取締役相談役

安西邦夫
取締役（社外）

今野由梨
取締役（社外）

山本一元

取締役

杉山昌樹

取締役会長

取締役副会長

代表取締役社長

代表取締役

代表取締役

代表取締役

取締役

取締役

取締役相談役

取締役（社外）

取締役（社外）

取締役（社外）

監査役

監査役

監査役（社外）

監査役（社外）

監査役（社外）

上 原 英 治

市 野 紀 生

鳥 原 光 憲

草 野 成 郎

小 林 剛 也

前 田 忠 昭

岡 本 毅

杉 山 昌 樹

安 西 邦 夫

茂木友三郎

今 野 由 梨

山 本 一 元

平 井 浩

徳 本 恒 徳

花 房 正 義

清 水 利 光

森 昭 治

千米ドル百万円

2005年度役員報酬の内容

千米ドル百万円

2005年度監査報酬の内容

取締役に対する報酬　12名（うち期中に1名退任） 450 3,846

取締役賞与金・取締役退職慰労金 81 692

監査役に対する報酬 6名（うち期中に2名退任） 90 769

監査役退職慰労金 38 325

計 659 5,632

監査証明に係る報酬 143 1,222

その他の報酬 6 51

計 149 1,273

（キッコーマン株式会社代表取締役会長）

（ダイヤル・サービス株式会社代表取締役社長）

（旭化成株式会社常任相談役）

（日立キャピタル株式会社取締役会長）

（財団法人横浜産業振興公社理事長）

（株式会社国際経済研究所副理事長）

【役員報酬に関わる基本方針】

1. 役員の役割と役員報酬

役員に求められる役割は、短期および中

長期にわたる企業価値の向上を図るこ

とであり、役員報酬はそのインセンティ

ブとして有効に機能するものとする。

2. 役員報酬の水準

役員報酬の水準は、役員の役割と責任

および業績に報いるに相応しいものと

する。

3. 業績連動型報酬体系の導入

経営戦略の実行を強く動機づけるとと

もに、期間業績結果が明確に報酬に反

映するよう、業績連動型報酬体制を導

入する。

4. 株式購入ガイドラインの設定

経営に株主の視点を反映するとともに、

長期的に株主価値の向上に努めるよう

促す観点から、株式購入ガイドラインを

設定する。

5. 客観性・透明性の確保

役員報酬の客観性・透明性を確保するた

め、社外取締役・社外監査役と当社取締

役による、報酬制度等に関する諮問機関

を設置する。
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内部統制

リスク管理体制の構築

当社の内部統制システムでは、経営管理を取

締役会等が、業務遂行管理や方針管理・予算

管理を執行役員が担っています。加えて社内

2名・社外3名の監査役が取締役の業務執行

を監査しているほか、社長直属の監査部を設

けリスクアプローチを取り入れた内部監査

を実施しています。

監査部には会計監査、業務監査、情報シス

テム監査、コンプライアンス監査の４つのグ

ループがあり、2002年に従来の18名から36

名に要員を倍増、2006年には40名まで拡充

しています。内部監査の対象は当社および全

連結子会社で、ビジネスユニットごとに事業

方針や事業計画、法令に沿って適切かつ効率

的に事業が運営されているかを客観的な立

場で監査しています。なお、監査の結果は社

長、経営会議、監査役に報告するとともに、

当該ビジネスユニットの部門長や、当該関係

会社の社長および監査役にも伝えています。

また、リスク管理についても別途体制を整

備し、2003年度にグループの統合リスクマ

ネジメントシステムを構築しました。この中

で「リスク管理規則」を制定するとともに、

「経営が関与すべきリスク」を明文化しまし

た。さらにリスク管理の統括機関として、監

査部に「リスク管理推進セクション」を設置

しています。リスク管理推進セクションは

2003年に各部門や関係会社へのリサーチを

実施してグループ内におけるリスクや対応策

の実施状況などを把握・評価し、「経営が関与

すべき重要リスク」として経営会議、および

取締役会へ報告しました。さらに毎年、定期

的に再調査を行い重要リスクの改訂を重ね

ています。

コンプライアンスの推進

法令を遵守し倫理観に基づいた事業活動を

行うことは、東京ガスグループの競争力を生

み出す「安心・安全・信頼」のブランド価値の

基盤となるものです。そうした認識のもと、

当社では「コンプライアンスマインドの醸成」

「全社方針と各部門が連携した取り組みの展

開」「コンプライアンスPDCAサイクルの確

立」の3点を基本方針として、コンプライアン

スの推進に取り組んでいます。

コンプライアンスの推進を支える体制と

しては、2002年に社長を委員長とする「経

営倫理委員会」を設置。コンプライアンス基

本方針の策定をはじめコンプライアンス諸

施策の実施状況の把握と次年度活動の確認

を行っています。また専門組織として「コン

プライアンス部」を設け、コンプライアンス

推進体制や行動基準の整備、研修・啓発活動、

コンプライアンスリスクの低減、相談窓口の

運営、社内外への情報発信など幅広い活動を

展開しています。さらに11のユニット・本部

ごとに「コンプライアンス委員会」を置き、

基本方針に基づきコンプライアンス推進活

動を継続的・主体的に取り組んでいくための

体制を構築しています。

コンプライアンスリスクへの対応として

は、社内外に設けた相談窓口を適正に運用し

ていくことで、コンプライアンスに関する問

題を早期に発見して解決し、企業の自浄作用

が有効に機能するように努めています。また、

コンプライアンス意識調査を毎年継続的に

行い、次年度以降の取り組みに活かしていく

とともに、監査部内の専門組織によるコンプ

ライアンス監査とそのフォローにより、着実

なリスク低減を図っています。

情報開示

経営の健全性・透明性を確保し、株主や投資

家のみなさまをはじめとするすべてのステー

クホルダーから理解と信頼を得るために、リ

スク管理体制の構築やコンプライアンスの

強化とともに重要になるのが情報開示です。

経営者が考える企業価値と市場での企業

評価には、どうしてもギャップが生まれます。

さらに近年は、日本の株式市場にも外国人や

個人など幅広い投資家の方々が参加してお

り、その開きはますます大きくなる傾向にあ

ります。こうした企業の真の価値と市場評価

とのギャップを埋めるのが、積極的な情報開

示でありIR活動だと私たちは考えています

東京ガスグループでは従来から短期・中期

の経営目標を設定し、その実現に向けた具体

的な経営戦略とアクションプランをすべて開

示してきました。さらに進捗状況や実績につ

いても積極的に公表しています。また、一方

的な情報開示にとどまらないよう、各種説明

会やセミナーなどを積極的に開催し、株主・

投資家の方々とよりきめ細かいコミュニケー

ションを図るよう努めています。

現在実施している主なIR活動には以下の

ようなものがあります。

さらにIRツールとしてアニュアルレポート

やインベスターズガイド、IRホームページ、

東京ガス通信を用意し内容の充実に努めて

います。

また、その重要性を考慮して、当社のIR活

動にはトップマネジメント自らが積極的に取

り組んでおり、国内では1999年7月から、海

外でも2001年6月から投資家・アナリストの

方々とのIRミーティングを行ってきました。

現在は年2回、国内と海外でトップマネジメ

ントによるIR活動を実施しており、その他の

各種説明会や個別の取材にも数多く対応して

います。

取締役会

従業員

社 長

各ユニット・本部

監査部

東京ガス各部 関係会社

コンプライアンス部

コンプライアンス委員会

監査役

報告

指示・報告
支援・報告

報告

報告

報告・相談報告・相談

相談・通報

コンプライアンス監査
（リスク把握）

経営倫理委員会

委員長：社長
委　員：各本部長、関係部長

コンプライアンス推進体制

2005年度株主・投資家対応実績

決算説明会　他説明会 6回

投資家との個別ミーティング 275回

（内 海外投資家訪問） （99件）

施設見学会（個人株主向け） 3回

（機関投資家向け） 3回

個人投資家向け説明会 3回

経営が関与すべき重要リスク

災害・事故リスク 製造・供給支障事故、自然災害、原料調達支障

市場リスク 不動産・金融資産等の市場価格変動、天候の変動、他

事業戦略リスク
既存事業リスク（競合激化、既存需要の減少、法令・制度変更）、
不適切なリコール対応、投資回収リスク

情報リスク 情報漏洩、基幹システムの停止・誤作動、コールセンターへの電話不通

社会的責任リスク 他 環境リスク、コンプライアンスリスク、CS・お客さま対応リスク

※詳細はP42－43参照
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環境と安全への

取り組み

グループ経営体制

当社グループは現在、東京ガス本体と連結子

会社54社および持分法適用関連会社1社に

よって構成されています。従来、当社のグ

ループ経営では「自立自走」を基軸として各

社が独自に事業を展開してきましたが、エネ

ルギー自由化の進展に伴って業種の垣根を

越えた企業間競争が激化。その厳しい競争を

勝ち抜くためにはグループ力の結集が必要

と考えて2004年4月、「戦略的ビジネスユ

ニット（SBU）」という新しいグループ体制を

導入しました。

この新体制では、業務の領域ごとに東京ガ

ス本体の各本部と関連会社をビジネスユ

ニットとして一体化。ユニットの中で事業戦

略の立案から経営資源の配分、経営管理まで

を本部と各関連会社が協働で行うことにより

グループ力を最大化し、これまで以上の競争

力を発揮することを目指しています。さらに

各ビジネスユニットのリーダーである本部長

には大幅な権限と責任を与えており、スピー

ディーかつ柔軟な意志決定と経営を実現して

います。

事業そのものが果たす

環境への貢献

環境保全への対応は、今やすべての企業に

とって重要な社会的責任になっています。中

でもエネルギー事業者の果たすべき役割は

とくに大きなものであると認識し、東京ガス

グループは「環境経営のトップランナー」を目

指して、次の4点を基本方針に掲げ地球環境

問題に取り組んでいます。

１）お客さまエネルギー利用における環境負

荷の低減

２）当社の事業活動における総合的な環境負

荷の低減

３）地域や国際社会との環境パートナーシッ

プの強化

４）環境関連技術の研究と開発の推進

当社では都市ガスを中心とした事業を推し

進めていますが、都市ガスの主原料である天

然ガスは、燃焼時における硫黄酸化物（SOx）

の排出がゼロ、窒素酸化物（NOx）や二酸化

炭素（CO2）の排出量も石油・石炭の20～

60％と、一般的な化石燃料の中では最も環

境負荷の少ないエネルギーです。当社ではこ

の天然ガスの供給を事業の柱としており、ガ

ス供給インフラの整備・管理をはじめ、ガス

コージェネレーションシステムやガス床暖

房、天然ガス自動車や、都市ガスを利用した

家庭用燃料電池コージェネレーションシステ

ムといった新たな用途を開拓し事業拡大に

努めることが、そのまま地球温暖化や大気汚

染の抑制にもつながるという、環境保全の面

からも非常に恵まれた特性を持つ企業と

なっています。

当社ではこうした都市ガス事業者ならでは

の優位性を環境保全に確かに反映させるべ

く、自社でまとめた「環境保全ガイドライン」

の中で、お客さま先におけるCO2の排出量を

2010年度に800万トン抑制するという具体

的な数値目標を明示しています。

0 70 100

天然ガス

SOx

100

石炭

天然ガス

NOx

20-40 70

石油

60 80 100

石油 石炭

天然ガス

CO2

石油 石炭

ビジネスサポート本部企画本部

コーポレートコミュニケーション本部 技術開発本部

IT本部

資源事業 エネルギー生産 導管ネットワーク ホームサービス エネルギー営業 広域圏営業

戦略ビジネスユニット

トップマネジメント

コンプライアンス部

監査部

グループ経営体制

執行役員

2010年度目標2005年度実績
2005年度の実績と2010年度目標

お客さま先でのCO2抑制量

ガス製造工場のエネルギー使用原単位（ガス製造量あたり）

地域冷暖房のエネルギー使用原単位（熱販売量あたり）

東京ガスの事業所等のエネルギー使用原単位（都市ガス販売量あたり）

産業廃棄物（製造工場）

産業廃棄物の再資源化率（製造工場以外）

紙ごみの再資源化率

一人当たりのコピー用紙年間使用量

掘削残土の発生比率

グリーン購入率

出典：IEA Natural Gas Prospects (1986), Natural Gas Prospects and Policies (1991)

社長執行役員 鳥原光憲

副社長執行役員 草野成郎

小林剛也

前田忠昭

石黒正大

常務執行役員 岡本　毅

杉山昌樹

手塚俊夫

村木　茂

中西誠一

鏑木　正

蟹沢俊行

大谷　勉

執 行 役 員 星野則和

森　邦弘

蛭間泰弘

板沢幹雄

広瀬道明

吉野和雄

渡辺尚生

前川燿男

福本　学

幡場松彦

社長補佐、エネルギー営業本部長、大口エネルギー事業部長

社長補佐、エネルギー生産本部長

社長補佐、企画本部長

社長補佐、ビジネスサポート本部長

コーポレート・コミュニケーション本部長、コンプライアンス部、監査部

導管ネットワーク本部長

広域圏営業本部長

技術開発本部長

ホームサービス本部長付（株）ガスター代表取締役社長

IT本部長

ホームサービス本部長

資源事業本部長

ビジネスサポート本部副本部長　資材部長

コーポレート・コミュニケーション本部長付

（社）日本ガス協会出向

広報部長

導管部長

総合企画部長

財務部長

技術戦略部長

エネルギー営業本部 コーディネーター

総務部長

人事部長

622万トン
4.5% 削減※

0.7% 削減※

6.0% 削減※

5拠点
93％

84.8％
8,000枚

18％
58％

800万トン
1％ 削減

1％ 削減

1％ 削減

全拠点ゼロエミッション達成

91％ 以上

85％ 以上

5000枚
15％
70％

詳細はCSR報告書をご覧ください http://www.tokyo-gas.co.jp/csr/web

温暖化対策ガイドライン

1. 『当社グループの都市ガス事業において、天然ガス
の利用促進や、都市ガスを利用した高効率機器・シ
ステムの効率向上により、お客さま先でのCO2排出
量を2010年度に800万トン抑制することを目指
す。』

2. 『当社グループの事業活動におけるエネルギー使
用原単位を、中長期的に年平均1％以上削減するこ
とを目指す。』

3. 『海外での温室効果ガスの削減・吸収プロジェクト
の発掘・技術支援等により、グローバルな視点から
の温暖化防止に貢献する。』

資源循環の推進ガイドライン

1. 産業廃棄物分野
産業廃棄物の発生形態として大きく異なる「製造工
場（生産拠点）」と「建設廃棄物を含むその他廃棄物」
に分類し、各々目標を設定する。
『すべての製造工場において、2010年度にゼロエ
ミッションを達成する。』
『建設廃棄物を含むその他廃棄物の再資源化率を
2010年度に91％以上とする。』

2. 紙ごみ（紙資源循環）分野
『オフィスにおける紙ごみの再資源化率を、2010
年度に85％以上とする。』
『コピー用紙の年間一人当たりの使用量を、2010
年度に5000枚とする。』

3. 掘削土分野
『東京ガスが発注する道路上の工事から発生する
掘削残土量を、減量化・再利用・再資源化の推進に
より、2010年度に15％に抑制する。』

グリーン購入ガイドライン

1. 電子カタログ購買のグリーン購入率を2010年度に
70％以上とする。

2. 連結決算対象の関係会社に対し、2010年までに東
京ガスの電子カタログ購買のシステムを導入し、グ
リーン購入の推進を図る。

3. 東京ガスグループにおけるグリーン購入推進の手
引きに沿ってグリーン購入の推進を図る。

温

暖

化

資

源

循

環

※5年度間の年平均削減率（発電所のエネルギー使用原単位削減率については、事業を開始してから5年を経過した2007年度より評価を行う）

石炭を100とした場合の排出量比較
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環境マネジメントシステムの構築

社内での環境保全への取り組みの一環とし

て、東京ガスは2005年3月、全部門・全事業

所でISO14001の認証取得を完了しました。

このISOの認証取得を通じて、当社は社内に

国際規格に適合する環境マネジメントシステ

ム（EMS）を構築しており、2005年度からは

連結対象の関係会社にもEMSの導入および

ISOの認証取得を促進しています。環境保全

への前向きな活動を評価する「環境会議議長

賞」を設け、協力企業を含めた「オール東京

ガス」で環境問題への取り組みを進化させる

よう努めています。

また環境パートナーシップの強化について

は、従来から環境コミュニケーションに力を

注いでおり、パンフレットや自社のホーム

ページを通じエコライフや省エネルギー情報

の提供を続けるとともに、「エコ・クッキング

講座」や「エコ・クッキングインストラクター

養成講座」などの開催でお客さまの環境意識

を啓発。さらに行政や他企業、NGOなどの

様々な団体と協力して環境保全活動の輪を広

げています。

研究開発の面では都市ガス事業のリーディ

ングカンパニーとして、天然ガスの利用を広

げる先端的な技術開発に取り組んでおり、最

近でも家庭用燃料電池コージェネレーション

システムや、高効率SOFCシステムのなど数

多くの成果を生み出しています。

保安・防災対策

経済活動や暮らしに欠かすことのできないエ

ネルギーの供給を担う企業として、東京ガス

は創業以来、安全に対する責任を強く意識し、

それを果たすための対策を様々な形で具体

化してきました。

幅広いお客さまにご利用いただく家庭用ガ

ス機器については、立ち消え安全装置や火災

防止の温度センサーを備えたガスコンロな

ど、安全性をより向上させた製品を開発して

提供。さらに保安組織の１つである「ガスラ

イト24」が24時間365日、ガス漏れなどの異

常を見守っています。また、すべてのお客さ

まを対象に最低3年に1度、ガス設備の安全

点検を実施しています。

また日本は地震の多発地帯であることか

ら、「予防」「緊急」「復旧」で地震防災対策を推

進しています。

ガスの製造・供給に関わる主要設備は、大

地震にも耐えられるようにするなど、高度な

安全性を確保しています。大きな揺れを検知

した際には、お客さまのもとでマイコンメー

ターがガスの供給を遮断。地域全体では、約

１km2ごとに１基という世界に類を見ないほ

ど高密度に配置した約4000箇所の地震計の

情報を、防災システム「SUPREME」が迅速

に把握。被害が大きいと想定される地域は

二次災害を防止するため供給を遠隔操作で

迅速に停止するようになっているなど、厳重

な安全策が施されています。さらに、安全の

ためにガスの供給を停止した地域に対して

は、早期にガスを復旧できる体制づくりに努

めています。お客さまのご不便を早期に解消

できるよう、関係会社や協力会社を含めた

「オール東京ガス」での連携を強化している

ほか、最先端システム「復旧支援システム」活

用による的確な復旧、スピーディな復旧を実

現する人員・資機材の整備、訓練を実施する

など、より短期間でガスの供給を再開できる

よう万全の準備を行っています。

詳細はCSR報告書をご覧ください http://www.tokyo-gas.co.jp/csr/web

エコ・クッキング・インストラクター養成講座

家庭用燃料電池コージェネレーションシステム「LIFUEL」

供給指令センター

「SUPREME」

東京ガス指令センター

現在
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